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第5章

第３節　ミャンマー連邦共和国（Republic of the Union of Myanmar）
労働施策  （参考） 1 チャット＝0.110円（2015年 1 月～ 8 月期中平均）

2011年 3 月の民主化以降、外国投資の増加を背景に

経済成長が進んでおり、2015年度通年の実質GDP成

長率は前年比8.3％増と見込まれている（世界銀行に

よると、2015年 7 月の洪水により6.5％増まで落ち込

む見込み）。

2014年11月に「ミャンマーにおける基本的な労働の

権利と労働慣行の促進イニシアティブ」が立ち上げら

れ、労働法全般の見直しと関係者の制度的能力向上に

向けた取組が進められているほか、2015年 8 月に、ミャ

ンマーで初となる最低賃金が制定された。

2015年11月には、民主化後、初となる総選挙が実施

され、アウン・サン・スー・チー氏率いる国民民主連

盟（NLD）が圧勝し、全体議席の過半数を獲得し、

2016年 3 月末に予定されている政権委譲手続が進めら

れている。

経済や労働市場を取り巻く状況は、新たな局面を迎

えることとなり、労働政策の推進を通じた労使関係の

円滑化がより一層重要性を増している。

１　経済情勢……………………………………
2011年 3 月の民主化以降、同年11月に新外国投資法が

公布され、主に製造業を中心に外国投資件数は急増し、

近年の中国、ベトナムの人件費高騰等の影響もあり、縫

製業、食品加工等の分野でも、ミャンマーへの委託加工

生産が増加している。また、2012年11月には、米国がミャ

ンマー産品の輸入禁止措置の大半の措置を解除する等、

欧米諸国による制裁緩和が進んでいる。これらの外国投

資の増加を背景として、2015年度通年の実質GDP成長

率は前年比8.3％増（世界銀行によると、2015年 7 月に

発生した洪水被害の影響により、2015/16年度の成長率

は前年比6.5％増まで落ち込む見込み）と見込まれてい

るなど、経済成長が急速に進んでいる。しかし、一人当

たりGDPは1,221ドル（2014/15年度IMF推計）と、IMF

が推計値を公表している1998年以降、ASEAN域内では

最低水準となっている。

また、2015年は、世界的なドル高と経常収支及び貿易

収支赤字の拡大により、ミャンマー・チャットは減価し、

インフレ率が7.5％（2014/15年度末）まで上昇する見込

みとなっている。

外国からの企業進出については、総発電容量の70％以

上が水力発電であること、発電施設や送配電網が老朽化

し配電ロスがあること等により、安定的な電力供給が困

難であることから、自動車製造業などの大規模装置型産

業の本格的な直接投資が進展しておらず、縫製業などの

労働集約型産業が主な分野となっている。

２　雇用・失業対策……………………………
（1）雇用・失業情勢

31年ぶりとなる国勢調査が2014年に実施（2015年 6 月

表 5-3-1　主要経済指標

財政年度（₄～翌年₃月） 2011/12 2012/1₃ 201₃/1₄ 201₄/15
（推計）

2015/1₆
（推計）

名目GDP（百万ドル） 5₆,1₇0 55,₇5₉ 5₆,₇5₉ ₆2,802 ₆₉,1₄₃
実質GDP成長率（％）（IMF推計） 5.₉ ₇.₃ 8.₃ ₇.₇ 8.₃
一人あたりGDP（ドル） 1,121 1,10₃ 1,11₃ 1,221 1,₃₃₄
消費者物価上昇率（％） ▲1.1 ₄.₇ ₆.₃ ₇.5 ₉.₃
財政収支（対GDP比％） ▲₄.₆ ▲1.₇ ▲2.0 ▲₄.₃ ▲₆.₃
経常収支（百万ドル） ▲1,0₉1 ▲2,₃₉₃ ▲2,888 ▲₄,50₉ ▲₄,8₃2
外貨準備高（百万ドル） ₄,02₆ ₄,₇82 5,₄82 ₆,₄₃₉ 8,₇8₃
　　　　　 （輸入月数） ₃.5 ₃.5 ₃.₄ ₃.5 ₄.₃
公的債務残高（対GDP比％） ₄₉.₄ ₄8.0 ₄0.8 ₃₉.₇ ₄1.₃

資料出所： IMF「World Economic Outlook, April 2015」  
ただし、外貨準備高のみIMF₄条協議報告書（201₄年10月）
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に調査結果公表）され、労働力人口は約2,211万人と生

産年齢人口の67％を占めており、失業率は4.0％となっ

た。失業率について、年齢層別に見ると、15歳から29歳

までの失業率が7.7％と、全体の 2 倍近い高い数値となっ

ている。

また、「10歳以上人口」約4,100万人のうち、10歳以上

の労働力人口は、2,337万人となっている。その内訳は、

「自営業者」が871万人（37.3％）、「無給家事労働者」が

392万人（16.8％）と半数以上を占めているが、これら

の者の中には、職さえあればすぐに雇用される意向があ

る「潜在的な求職者」が相当数含まれていると考えられ

るため、潜在的な失業率は統計上の数値よりも高いもの

と推察される。

なお、産業別の就業者数のデータについて、経年的に

公表された資料はないが、1990年度に公表されたデータ

によれば、無給家内労働者を除いた就業者全体に占める

農林水産業の割合は56.5％となっている。

GDPの部門別構成割合などを勘案すると、現在も農

林水産業に従事する者の割合は依然として高く、無給家

内労働者も含めた場合には、農林水産業に従事している

者の割合は 6 割を超えるものと見られる。

（2）雇用・失業対策の概要

労働・雇用・社会保障省が担当している。

法令上、 5 人以上の労働者を使用する事業者が求人を

行う際には、各地区に設けられた労働事務所（Township 

Labour Offi  ce）を通じた募集が必要とされているが、

実態としては、新聞広告等を通じた求人が行われており、

労働事務所の追認を受ける形が多い。また、企業が直接

求人を行わず、人材紹介会社に登録された労働者の中か

ら適格者の紹介を受けることもある。

また、身元保証の面などから、知人を通じた紹介によ

る就職が依然として多く、失業者、求職者の就職支援に

関する制度的な取組がされているとは言い難い状況にあ

る。

2012年に改正された社会保障法（Social Security 

Law）において、失業保険制度が創設されたが、2015

年10月現在、当該制度に関する部分は施行されていない

（詳細は「（5）失業保険」を参照）。

（3）若年者雇用対策

イ　学校教育制度と就学率

基礎教育は小学校が 5 年、中学校が 4 年、高校が 2 年

の11年制を基本としているが、義務教育の制度はなく、

11学年を終えるまでに随時中退するケースが多く、中学

校以降の進学率は極めて低い。

現在の公教育においては、基礎教育から大学教育まで、

授業料は原則無料とされているが、実際に授業を受ける

ために必要な教科書をはじめ、各種の関連支出は学生・

生徒側が負担するため、貧困家庭の子弟は中退を余儀な

くされるケースが多い。

図 5-3-2　年齢別失業率

資料出所：ミャンマー国勢調査（201₄年）
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ロ　児童労働

義務教育制度がないため、家庭の貧困問題と相まって、

子供達の多くは中退し、家事労働や、いわゆる丁稚奉公

で働くケースも多い。また、労働を余儀なくされた児童

が、少しでも高い賃金を得るため、年齢を偽って就職す

るケースもあり問題視されている。

（4）高齢者雇用対策

高齢者に特化した職業訓練や職業紹介の制度は特にな

く、個々人の資質により、就業機会を確保するか、退職

後は家族に生活面の支援を受けるのが一般的である。

また、公務員は60歳が定年とされており、退職後は、

年金が給付されているが、年金の支給水準は退職当時の

給与水準のまま据え置かれており、近年の物価上昇や賃

金水準の上昇に見合っていない。

2012年に改正された社会保障法においては、老齢年金

制度が創設されたが、2015年10月現在、当該制度に関す

る部分は施行されていない。

（5）失業保険制度

1954年に制定された社会保障法に基づく保険給付は、

一般保険給付と労災保険給付から構成されており、失業

保険に相当する給付は存在しなかった。

2012年改正により、失業保険給付や社会保障公共住宅

等の新たな規定が設けられたが、失業保険制度について

は2015年10月現在施行されていない。

社会保障法に基づく失業保険制度の詳細は表 5 － 3 －

5 のとおり。

表 5-3-3　学校教育の区分と生徒・学生数

就学年数 就学年齢 学校数 生徒・学生数
小学校 5年間 5～₉歳 ₃₇,1₃0校 520万人
中学校 ₄年間 10～1₃歳 ₃,2₇5校 2₃₃万人
高　校 2年間 1₄～15歳 2,₃₉₇校 ₆₇万人
大　学 ₃～₆年間 1₆～21歳 15₄校 50万人

資料出所：201₄年度教育省資料
※　学校数には僧院付属学校を含む。
※　小学校課程に追加で 1 ～ 2 年の教育を付与するPost Primary School（拡大小学校）を含む。
※　大学の学生数のうち、約55％は通信大学生

図 5-3-4　年齢別就学率

資料出所：ミャンマー国勢調査（201₄年）
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（6）職業能力開発対策

国軍と少数民族武装勢力との長年に亘る戦闘の影響

で、教育機会を逸し、収入を得るすべを持たない住民が

多い。2012年の停戦合意以降、国内外から避難民が帰還

しており、地域住民の社会生活基盤整備の一環として職

業訓練が強く求められているほか、海外からの投資に対

応するために必要な技能労働者の育成が求められてい

る。しかし、技能資格制度が存在せず、新しい取組が円

滑に進まない状況にある。

このような中、2015年12月のASEAN統合を見据え、

労働・雇用・社会保障省が中心となり、国家技能資格制

度協議会（National Skill Standard Authority）を立

ち上げ、各省庁が職種ごとの実習プログラム策定作業を

進めているほか、教育改革の一環として、2014年 4 月に

職業訓練校を取り扱うタスクフォースが立ち上げられ、

18省庁と民間関係者の参加を得て、キャパシティ・ビル

ディングと専門家の輩出について議論されている。

（7）外国人労働者対策

先進国企業の駐在員や国際機関職員、在外公館職員が

多く居住しているが、一般労働者として就労するのは、

中国、インドなどから入国した労働者が多い。

就労する外国人労働者の数について、正確な統計は公

表されていないが、国連統計によれば、海外からの移住

者のうち、生産年齢層は約 8 万人（2013年）であること

から、労働者全体に占める外国人労働者の割合は、日本

と比較しても低い。

なお、外国人のミャンマーにおける就業許可に関する

事項等を定める法案（Foreign Worker Bill）の草案が、

現在、担当省庁レベルで検討されている。

（8）海外労働者対策

イ　労働者の海外派遣

賃金水準が低いこと等から、近隣国への出稼ぎ労働が

多く、非合法も含め、タイには約300万人のミャンマー

人が就労していると言われている。また、マレーシアに

おいても非合法も含め40万人と言われている。

表 5-3-5　失業保険制度

名称 失業保険（Unemployment insurance）
根拠法 社会保障法
運営主体 労働・雇用・社会保障省　社会保障局（Social Security Board：SSB）

被保険者資格

強制加入：5人以上の労働者を使用する事業者（公務員、国際機関、農林水産関係の季節労働者、NGO職員、家事労
働者を除く。）
同事業者に使用される労働者（有給、無給を問わず実習生も含む。）は、雇用期間の定めの有無に関わらず対象とな
るが、事業者の扶養家族は除かれている。
任意加入：法律上、5人未満の労働者を使用する事業者、学生、自営業者、農家については任意加入が可能とされて
いるが、現在は運用されていない。

受給要件

被保険者期間等 ₃₆ヶ月以上の加入及びSSBへの登録

離職理由 ・自己都合退職ではなく、永続的な操業停止による解雇であること
・犯罪又は職場の規則に故意に違反したことによる解雇でないこと

その他
・健康で労働の能力及び意思があること
・郡区労働交換所（township labour exchange office）に登録し、毎月郡区労働交換所及び郡区社会保険事務所に報

告している者であること

給付期間、水準

1　給付期間
・加入期間₃年で2ヶ月間、以降、加入期間1年経過ごとに1ヶ月追加（上限₆ヶ月間）

2　給付水準
・過去1年間の平均賃金の50％（既婚者については55％）

₃　その他
・給付期間中には社会保障法に基づく傷病給付等も受けることが可能
・SSBの許可を受けて職業訓練に参加することができる

財源
保険料 労・使ともに算定基礎賃金額の1％負担
公費負担 －

実績
受給者数 （現時点では運用されていない）
支給総額 （現時点では運用されていない）
基金残高等 （現時点では運用されていない）
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労働者が海外で就労するためには、海外雇用法（Law 

Relating to Overseas Employment）に基づき、労

働・雇用・社会保障省が発行する「海外労働者証明カー

ド（Overseas Worker Identification Card）」（通称：

スマート・カード）を取得することが必要とされており、

通常の出国審査とは別に、当該カードの所持確認が行わ

れている。

また、海外雇用法に基づき、海外に労働者を送り出す

際には、労働・雇用・社会保障省の許可を受けた送出機

関（2015年10月現在228機関）を通じて行うこととされ

ている。

送出機関が関与した詐欺やトラブルが後を絶たないた

め、現在、送出機関としての許可要件などを明確化する

海外雇用法の改正案が国会に提出されている。

ロ　技能実習生問題

日本への技能実習生の送出しについても、イと同様の

取扱いとなるが、日本に技能実習生（外国人研修生時代

も含む。）として入国した者が難民申請をしたり、逃走

したりするといったトラブルを生ずるケースが後を絶た

ない。

日本への技能実習生送出しについては、ニーズが高い

一方、タイ等への送出しとは異なり、日本語習得が必要

であるほか、難民申請をはじめとする諸問題への対応が

必要であるとの問題意識をミャンマー政府及び送出機関

は有している。

2006年から2012年までの間、技能実習生の送出しは停

滞していたが、2013年以降、増加傾向にある。技術力が

高く、労働者保護施策が整備されている日本で技能実習

を通じて技能を習得したいというニーズは高く、今後も

大幅な増加が見込まれる。

表 5-3-6　日本への技能実習生送出し数の推移

1号イ
（企業単独型）

1号ロ
（団体監理型） 合計

2012年 ₃人 1₃人 1₆人
201₃年 ₆人 ₇5人 81人
201₄年 1₉人 ₇12人 ₇₃1人

資料出所：外務省領事局査証発給統計

３　労働条件対策………………………………
（1）労働法の概要

1964年に制定された「労働者の基本的人権及び義務を

定める法律」が基本法とされ、その下位規範として個別

規則が定められていたが、これらは、イギリス植民地時

代に英領インドの法律が適用されていたものを独立後に

引き継ぎ、その後、個々の規則ごとに見直しが行われて

きた歴史があり、各規則の間で整合性がとれていない部

分がある。

また、2011年の同法廃止に伴い、下位規範であった個

別の規則が法律としての効力を有することとなったが、

これらの中には、現在の労働事情に十分に対応できる内

容となっていないものがある。

このため、2011年以降、見直し作業が進められ、最低

賃金法、社会保障法などの法律が制定、改正されるに至っ

ている。

なお、2015年12月現在、海外雇用法の改正案及び労働

安全衛生法案が国会に提出されている。

（2）労働契約

2013年 に 制 定 さ れ た 雇 用 及 び 技 能 開 発 法（The 

Employment and Skill Development Law）に基づ

き、労働者（政府機関の正規職員を除く。）を雇用する

使用者（企業規模に関わらず対象となるが、個人事業主

や協同組合の場合は一定数以上の労働者を使用する者に

限る。）は、雇入れ日から30日以内に、職種や給与、勤

務地、契約期間、労働時間など具体的な労働条件に関す

る21項目を含む労働契約を書面にて締結し、その締結後、

各地区に設けられた労働事務所（Township Labour 

Office）に対し、労働契約書写本を提出し、その確認を

受けなければならないこととされている。

（3）賃金の動向

イ　賃金の支払い

1936年に制定された賃金支払法（Payment of Wage 

Act）に基づき、全ての使用者は、労働者に対し一定の

方法にて賃金を支払うことが義務付けられている。同法

には、賃金計算期間、支払期限、解雇時の賃金支払い、

通貨払い、制裁金等の控除の禁止などが規定されており、

これに違反して賃金控除がなされた場合や、賃金支払の
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遅延が生じた場合には、当局に対して申立てを行うこと

ができ、当局は審問を経て賃金の支払いを命じることが

できるとされている。

ロ　賃金動向

統計等はないが、労働組合関係団体が縫製業の女性労

働者を対象に行ったヒアリングの結果、残業手当や皆勤

手当、技術手当など色々な手当を含めた手取り賃金は月

額55,000～85,000チャット程度となっている（2013年）。

ここ数年、物価上昇に伴い、賃金も上昇傾向にあるが、

依然として低水準である。

（4）最低賃金制度

2013年に制定された最低賃金法（The Minimum Wage 

Law）に基づき、2015年 8 月に初となる最低賃金として、

日額3,600チャット（ 8 時間労働）が制定され、 9 月 1 日

より適用されている。

この最低賃金は、政府が設置した最低賃金中央委員会

が全国108地区の22,000世帯を対象とした生活費や収入

水準に関する調査を実施した結果を踏まえて設定された

ものであり、 1 日 8 時間労働を基本とし、従業員15人以

下の家族経営や小規模な事業を除き、全業種を対象に全

国一律に適用される。

最低賃金額の案が提示された2015年 6 月から制定に至

るまでの間、縫製工場の使用者を中心に労使双方から提

示額に対する反対意見が多数寄せられたが、これは、時

間外労働に対する割増率が10割であることから、今回の

最低賃金制定に伴い、実質的な雇用者の賃金負担は大幅

に増加することが見込まれることを背景としたもので

あった。

今回の最低賃金の制定を受け、賃金水準の低い縫製業

に参入していた中国や韓国の縫製工場が閉鎖するという

事案も生じている。

今回制定された最低賃金は、2 年間の施行状況を見て、

必要に応じ見直しを行うこととされているが、既に時間

外労働に対する割増率の引下げや、労使協働による生産

性向上の必要性が指摘されている。

（5）労働時間制度

業種横断的な法律は存在せず、1951年に制定された「工

場法（Factory Act）」及び「店舗及び商業施設法（The 

Shops and Establishments Act）」に基づき、それ

ぞれ週の法定労働時間が定められている。

時間外労働についても法律上、一定範囲が認められて

いるが、その範囲については、法律上の規定と実態上の

運用が乖離している。

イ　工場法に基づく取扱い

工場で使用される労働者の法定労働時間は、 1 日 8 時

間、週44時間以内（連続操業工場の場合は48時間）とさ

れている（休憩時間は連続 5 時間作業後、最低30分間）。

これらを超える場合には、時間外労働の割増賃金（割増

率10割）が発生する。

なお、法律上は時間外労働も含めた 1 日の総労働時間

は原則、10時間を上限とすることとされているが、実態

上は 1 週当たりの時間外労働が12時間～28時間（地域の

労働事務所によって運用が異なる）を上限に認められて

いる。

ロ　店舗及び商業施設法に基づく取扱い

店舗等で使用される労働者の法定労働時間は、 1 日 8

時間、週48時間以内とされている（休憩時間は連続 5 時

間作業後、最低30分間）。これらを超える場合には、時

間外労働の割増賃金（割増率10割）が発生する。

なお、法律上、時間外労働は年間60時間以内とされて

いるが、実態上は 1 週当たりの時間外労働は12時間～28

時間（地域の労働事務所によって運用が異なる）を上限

に認められている。

（6）出産・育児休暇制度

2014年に制定された休暇及び休日法（Leave and 

Holidays Act）を一部改正する法律に基づき、女性労

働者に対しては、有給扱いの出産休暇（産前 6 週間、産

後 8 週間）を与えなければならないとされている。

なお、名前に姓・名の別がなく、婚姻により改姓する

という概念がないことなどもあり、具体的な統計数値は

ないが、官公庁を中心に各種分野における女性の社会進

出が活発な状況にある。
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（7）労働安全衛生施策・労働災害

イ　労働災害発生状況

工場法に基づき、労働者が死亡又は48時間以上の休職

を要する傷害を受けた場合には、関係官庁に通知しなけ

ればならないとされており、所定の職業病に罹患した可

能性のある場合についても同様とされているが、2015年

12月時点において、労働災害に関する2010年度以降の統

計数値は公表されていない。

2009年度までの労働災害のうち、建設現場における災

害と通勤災害を除いたものの数は、表 5 － 3 － 7 のとお

りとなっている。

表 5-3-7　労働災害発生状況

2005年度 200₆年度 200₇年度 2008年度 200₉年度
死亡災害 ₇ 1₇ ₃2 ₃₄ 28
重篤災害 5₇ 5₆ ₆₃ ₇5 ₃₆
軽微な災害 12₆ ₆₉ 88 5₉ 1

資料出所：「National Occupational Health and Safety Profile Myanmar」
201₄年労働・雇用・社会保障省

ロ　労働安全衛生施策

（ｲ）関係法令

業種や分野を横断する形で労働者の安全衛生を確保す

るための法律はないが、工場法や鉱業法等個々の法律に

基づき、雇用者は職場の設備、有害な物質及び環境要因

から生じる作業場の危険から労働者を保護する義務を

負っている。

工場法においては、工場で使用される労働者の安全衛

生及び作業環境に関し、以下に掲げる事項について詳細

な規定が設けられている。

・機械設備による危害の防止

・電源切断の仕組み

・内燃機関

・新規機械設備の導入

・巻上げ機、リフト及びクレーン等

・回転する機械

・圧力設備

・作業床、通路、階段等

・重量物取扱い

・目の保護

・危険物に関する警告

・爆発・火災対策

・埃、蒸気その他の物に対する対策

・廃棄物の適切な処理法

・衛生の維持及び悪臭への対策

・適切な換気及び温度の維持

・女性及び年少者の就業

・気積1、照明、排泄設備、飲料水の提供

・シャワー設備、休憩設備

・応急処置

（ﾛ）監督・指導

労働安全衛生に関する法体系同様、業種や分野を横断

する形で労働者の安全衛生について監督・指導を行う体

制は確保されていないが、工場法に基づく安全衛生措置

に関する監督・指導は、労働・雇用・社会保障省の下に

設けられた工場労働法監督局（Factories and General 

Labour Laws Inspection Department）が実施して

いるほか、業種・分野ごとに工業省（ボイラー及び電気

関係）、鉱山省（鉱山関係）、保健省（産業保険関係）、

建設省（建設工事関係）、農業潅漑省（農業関係）が実

施している。

労働・雇用・社会保障省工場労働法監督局には、2015

年 4 月現在、108名の安全衛生監督官と63名の労働条件

監督官が配置されており、今後、40名程度の安全衛生監

督官を増員する予定となっているが、安全衛生監督官の

質、量ともに十分な状況とは言えず、労働安全衛生水準

は高いものとは言えない。

な お、 職 場 の 安 全 衛 生 を 包 括 す る 法 律 の 案

（Occupational Safety and Health Bill）が国会に提

出されており、すべての事業場に対する安全衛生監督を

実施することが内容に含まれているとのことであるが、

具体的な内容は明らかにされていない。

（8）労災保険制度

労働災害に被災した労働者に対する補償に関する仕組

みとして、「労働者災害補償法（Worker’s Compensation 

　　　
■1） 作業が行われる空間の床面積と高さを掛け合わせた容積のこと。
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Act）に基づく雇用主補償」と、「社会保障法に基づく

労災保険給付制度」がある。社会保障法に基づく労災給

付の適用対象者については、労働者災害補償法に基づく

雇用主補償の対象から除外されている。

イ　労働者災害補償法に基づく雇用主による補償

雇用関係上において労働者が被災した場合、使用者が

労働者に対して補償すべき義務を規定しており、労働災

害によって、一時的又は恒久的な障害を受け、又は死亡

した場合、雇用者はその労働者に対し、補償金を支払う

義務がある。労働者の飲酒や安全衛生上の指示に故意に

反した場合等には雇用主の補償義務は免除される。

支払われるべき補償金の額は、表 5 － 3 － 8 のとおり

定められている。

なお、補償に関する紛争解決は、大統領によって選任

されたコミッショナーが担うこととされており、被災者

の労働者性や雇用主の法的責任、障害の性質や範囲、補

償額や期間に関する紛争については、当事者間の合意が

ない限り、コミッショナーが解決することとされている。

ロ　社会保障法に基づく労災保険給付制度

社会保障法は、労働者の病気や妊娠等に対する給付金

や失業保険給付、医療などの補償について定めた包括的

な法律となっている。

同法は、2012年に改正されたものであるが、従来の法

律において、一般保険給付と業務傷害保険給付の 2 種類

から構成されていたものを、改正により、失業保険給付

や退職年金、社会保障公共住宅など労働者保護の観点か

ら給付内容の拡充を図ったものである（詳細は「社会保

障施策」「 2 　社会保障法に基づく各種制度」「（4）給付

内容」参照）。

同法に基づく労災保険給付の詳細は表 5 － 3 － 9 のと

表 5-3-8　労働者災害補償法に基づく補償額

被災事由 補償額
①　負傷により死亡した場合 月給の₃₆倍（ただし、所定の限度あり）
②　負傷により永久の全部障害となった場合 月給の1₄0％の₃₆倍（ただし、所定の限度あり）
③　負傷により永久の部分障害となった場合 ②に所定の労働能力損失割合を乗じた金額

④　負傷により一時的な障害（全部又は一部）となった場合 被災日から1₆日目及びそれ以後（障害期間中又は5年間のいずれか短い
期間）は半月ごとに月給の₃分の1

表 5-3-9　労災保険制度

名称 労災給付保険制度（Employment Injury Benefit System）
根拠法 社会保障法
運営主体 労働・雇用・社会保障省　社会保障局（Social Security Board：SSB）

被保険者資格

強制加入：5人以上の労働者を使用する事業者（公務員、国際機関、農林水産関係の季節労働者、NGO職員、家事労働者
を除く。）
同事業者に使用される労働者（有給、無給を問わず実習生も含む。）は、雇用期間の定めの有無に関わらず対象となるが、
事業者の扶養家族は除かれている。
任意加入：法律上、5人未満の労働者を使用する事業者、学生、自営業者、農家については任意加入が可能とされているが、
現在は運用されていない。

給付の種類・
給付内容

医療給付 労働災害に被災した場合に無償医療の提供を受けることができる。
一時的な労働
不能給付

労働災害により一時的労働不能となった場合（所得の減少を含む。）には、無償医療の提供及び被災前₄ヶ月の平均賃金の
₇0％の一時的就労不能給付を最大12ヶ月間受けることができる。

永久的な労働
不能給付

12ヶ月を超えて就労不能状態が続く場合、又は、労働能力を部分的若しくは完全に喪失する蓋然性がある場合には、被災
前₄ヶ月の平均賃金の₇0％の永続的就労不能給付を労働能力損失割合に応じて定められる期間（※）受けることができる。
※　労働能力損失割合が20％から₇5％の場合、₇年間分を分割又は一括で受けることができる等

遺族 労働災害により死亡した場合には、被保険者によって指定された者は、死亡前₄ヶ月間の平均賃金の一定倍数（保険料納
付期間により異なる。₆0ヶ月以下の場合は₃0倍。）を分割又は一括で遺族給付として受けることができる。

その他 本法律に基づく労災給付保険制度に登録する使用者及び被保険者については、労働者災害補償法に基づく労災給付の規定
は適用されない。

財源
保険料 平均給与月額1％（雇用主負担のみ）
公費負担 －

実績
受給者数 統計データなし
支給総額 統計データなし
基金残高等 統計データなし
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おりとなっている。

（9）解雇規制

従来、解雇に関しては法律上の規制が存在しなかった

ことから、合理的な理由のない解雇が問題となることが

多い（労働者による突然の離職も含め、労使双方にとっ

て大きな問題となっている。）。

2013年に制定された雇用及び技能開発法に基づき、雇

用契約の満了前に契約を終了させ又は、種々の事情によ

り事業自体が終了する場合には、使用者が労働者に対し

て補償を行うことが義務付けられたことにより、解雇規

制そのものではないが、解雇の未然防止としての効果が

期待されている。

具体的な補償内容については、労働・雇用・社会保障

省の通達により定められており、従来、最大で 3 年以上

雇用された者に対しては 5 か月分（ 1 ヶ月以上前に予告

した場合には 4 ヶ月分）の給与に相当する額を支払うこ

ととされていたが、2015年 7 月に、勤続年数に応じ最大

で13か月分の給与に相当する額を支払うこととする旨、

発表された。

４　労使関係施策………………………………
（1）労働組合

イ　労働組合法制定の経緯と現状

憲法第24条に基づき、労働者の権利保護、労働者間又

は使用者と労働者との間の良好な関係、労働組合の結

成・活動を系統的かつ自主的に行うことができるように

することを目的として、「労働組合法（The Labour 

Organization Law）」が2011年10月に成立し、翌年か

ら施行されている。

同法が成立する以前は、1926年労働組合法が存在して

いたが、1962年に施行が停止され、労働組合の結成が禁

止されていた。

現行の労働組合法の下では、労働組合の結成には労

働・雇用・社会保障省への登録が義務付けられており、

産業別区分が細かく規定され、①企業・事業所、②タウ

ンシップ、③州・管区、④全国の 4 段階ごとに同一産業

区分内での労働組合結成が義務付けられている。

また、組合結成に当たっては、同一産業区分内で下位

レベルの組合の10%以上（全国レベルでは、州・管区レ

ベルの20%以上）の参加が求められていることから、産

業別全国組織結成は非常に厳しい状況にある。

全国レベルの組織としては、CTUM（ミャンマー労

働組合総連合）が2015年 7 月に労働・雇用・社会保障省

の登録を受け、初のナショナル・センターとしての活動

をスタートさせ、労働法の見直しをはじめ、労働環境の

整備に当たっての役割が期待されている。

2015年現在、登録労働組合数は表 5 － 3 －10のとおり

であるが、組織率については公式の統計は示されておら

ず、推定では 1 ％にも満たないと言われている。

なお、現行法の下では、労使関係にない自作農者であっ

ても、農耕地が10エーカー以下の場合は、労働組合を結

成する権利が他産業の労働者と同様に保障されているた

め、労働組合に占める割合も農業関係が約 7 割となって

いる。

表 5－3－10　労働組合数

労働組合数
うち、CTUM加盟組合数

農業農民組合 1,158 50₃ （2₇,0₃₃）
工業労働組合 202 ₃₆ （8,81₃）
運用労働組合 1₃₃ ₄5 （₆,₇₉₆）
建設・林業労働組合 ₆2 2₉ （1,₆2₉）
水産業労働組合 ₆8 12 （5₉2）
鉱業労働組合 20 ₉ （₃,₇85）
サービス業労働組合 11 ₃ （10₃）
教育労働組合 12 － （－）
メディア産業労働組合 2 2 （₆2）
合計 1,₆₆8 ₆₃₉ （₄2,1₃8）

資料出所：労働・雇用・社会保障省調べ（CTUM部分についてはCTUM-
Database Department調べ）

※　「うち、CTUM加盟組合数」の欄の（　　　）内の数字は組合員数
※　2015年 ₉ 月時点

ロ　労働組合の活動と課題

労働組合法の制定により、組合活動が合法化されて以

降、労働組合数は年々増加してきているが、組合結成に

は登録が必要であることや、同一産業区分内で下位レベ

ルの組合の10%以上（全国レベルでは、州・管区レベル

の20%以上）の参加が求められることなどから、組織率

は依然として低いほか、結社の自由や団結権・団体交渉

権について使用者側の理解は十分であるとは言えず、組

合結成を理由として解雇などのケースも散見される。

一方で、労働組合側においても、使用者との十分な交
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渉・協議なく、組合内の民主的な手続も経ずにストライ

キなどの実力行使に入る例もあり、その結果、組合の執

行部員が解雇されるといった結果に至る事例も少なくな

い。

また、労使双方において、労使交渉に関する経験やノ

ウハウが十分に醸成されていないことから、労使交渉に

直接の当事者以外の第三者が介入し、労働組合側に様々

なアドバイスを行い、交渉を複雑化させているケースも

ある。

適切な集団的労使関係の構築に当たっては、労働組合

組織率の向上はもとより、協調的な労使関係の醸成に向

け、適切な労使交渉による問題解決の蓄積と、これを基

にした労使双方の能力向上が課題となっている。

（2）労働争議

労働紛争解決法（The Settlement of Labour Dispute 

Law）が2012年に施行されて以降、労働紛争解決の具

体的な手続が明確化され、問題解決に資することとなっ

た。

30人以上の労働者を使用する使用者は、紛争の初期段

階での問題解決を図るため、職場調整委員会（Work 

Place Coordinating Committee）を組織しなければ

ならない。

職場調整委員会において、合意に至らなかった場合に

は、政府が組織する調停体（Conciliation Body）や紛

争解決仲裁体（Dispute Settlement Arbitration Body）

に上程することとされており、最終的には、労働事件の

エキスパート等15人から組織される紛争解決仲裁評議会

（Dispute Settlement Arbitration Council）における

審判が行われる。

この行政的解決措置が行われている段階においては、

訴訟を提起することはできず、また、ストライキやロッ

クアウトは、仲裁手続により紛争が解決しなかった場合

に限り行うことが可能である。

労働争議の件数は、表 5 － 3 －11のとおりであり、

2012年 1 月から 9 月に行われた労働争議の主要な目的

は、基本給や住居手当の引上げ、労働条件の改善、不当

解雇などであった。

表 5-3-11　労働争議件数

労働争議件数 関係労働者数
200₉年 ₃₉5 5,01₇
2010年 51₇ ₃,₉21
2011年 ₆₇₉ 8,₃₉₉
2012～201₄年 ₃年分合計：2,₇1₉ －

資料出所：労働・雇用・社会保障省調べ

５　最近の動向と課題…………………………
2011年以降、多くの労働関係法律が見直され、現在も

複数の関連法案が国会に提出されているほか、2014年11

月にアメリカ、日本、デンマーク、EU、ILOの協力の

もと、「ミャンマーにおける基本的な労働の権利と労働

慣行の促進イニシアティブ」が立ち上げられ、労働法全

般の見直しと関係者の制度的能力向上に向けた取組が進

められている。

また、制定・改正後の法律に基づき、最低賃金の制定

や労働組合の発足、労働争議の解決など、新たな動きが

同時に進められており、海外からの進出企業も含め、労

使を取巻く状況は目まぐるしく変化している。

このような中、最低賃金の制定に伴う労働契約の見直

しや賃金算定の方法、時間外労働の積算ベースの算定等

現場においては実務上の混乱も生じており、国際労働基

準や国内労働の実態に合わせた法令の見直しに加え、そ

の円滑な施行の観点でも課題が指摘されている。

今後も、上記のイニシアティブが中心となり、労働法

の見直しが進められることになると考えられるが、その

見直しに当たっては、合理的な内容であることはもとよ

り、これを円滑に施行するため、使用者、労働者の法令

に対する理解とそれぞれの立場で必要な措置を適切に実

施するための能力向上が必要不可欠となっている。

資料出所

外務省ホームページ（各国・地域情勢、ミャンマー）

http://www.mofa.go.jp/mofaj/area/myanmar/

法務省ホームページ「ミャンマー連邦共和国法制度調

査報告書」

http://www.moj.go.jp/content/000110245.pdf

国連ホームページ「Migrant Profile（Myanmar）」

http://esa.un.org/MigGMGProfiles/indicators/

files/Myanmar.pdf#search='myanmar+immigra
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tion+statistics'

世界銀行ホームページ

http://www.worldbank.org/

ILOホームページ「National Profile on Occupational 

Safety and Health: Myanmar 2014」

http://www.ilo.org/safework/areasofwork/national-

occupational-safety-and-health-systems-and-

programmes/WCMS_242224/lang--en/index.htm

ミャンマー労働・雇用・社会保障省ホームページ

http://www.mol.gov.mm/en/

Myanmar statistical information serviceホーム

ページ

http://mmsis.gov.mm/

独立行政法人日本貿易振興機構（JETRO）ホームペー

ジ

http://www.jetro.go.jp/world/asia/my/

一般財団法人海外職業訓練協会（OVTA）ホームペー

ジ

http://www.ovta.or.jp/

労働調査協議会ホームページ「『ミャンマー便り』 

ITUCミャンマー事務所・所長 中嶋滋」

http://www.rochokyo.gr.jp


